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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部に配置される窓枠と、戸車を有し枠体に対してスライド自在に配置してなる障子
と、障子の窓枠に対するスライドを規制する規制部材とを備え、
　規制部材は、窓枠の上枠中間壁と上案内レールとの間の空間内に上枠の内周側から挿入
して上枠長手方向にスライド自在に係合され、障子の召合框の上部外周面に当接する当接
部と召合框の上面に当接する外れ止め部とを有し、当該当接位置で規制部材を上枠に固定
してある
　ことを特徴とする建具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　建物開口部に設けられる窓枠に対して、障子を固定して構成される片引き窓等の建具に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、引き違い用の窓枠に対して障子を固定して片引き窓を構成するなど、窓枠を兼用
して引き違い窓や片引き窓を構成することは行われていた。そして、引き違い用の窓枠に
対して障子を固定するために障子と下枠とを固定する固定部材等を用いる建具が公知とな
っていた（特許文献１）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】：実用新案登録第２５４２８２１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記先行技術文献の建具においては、外障子が固定部材により固定され、固定部材によ
る固定を解除すれば外障子が移動自在となるために、清掃やメンテナンスを行うことがで
きるものである。
　しかしながら、固定部材が室内側に露出するために意匠的に好ましくなく、固定部材の
部分にほこりが溜まるなど、日常の清掃が難しく、使い勝手はよくなかった。
【０００５】
　本発明は、上記の事情を鑑みたものであり、引き違い窓に対して簡単な作業により障子
の開閉を規制してＦｉｘ障子を有する片引き窓や両袖片引き窓を構成することができると
ともに、開閉を規制したＦｉｘ障子の外れを防止することができる建具を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、開口部に配置される窓枠と、戸車を有し枠体に対してスライド自在に配置し
てなる障子と、障子の窓枠に対するスライドを規制する規制部材とを備え、規制部材は、
窓枠の上枠中間壁と上案内レールとの間の空間内に上枠の内周側から挿入して上枠長手方
向にスライド自在に係合され、障子の召合框の上部外周面に当接する当接部と召合框の上
面に当接する外れ止め部とを有し、当該当接位置で規制部材を上枠に固定してあることを
特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　引き違い用の窓枠に対して障子を固定することにより、窓枠を兼用してＦｉｘ障子を備
える建具を構成することができるとともに、固定したＦｉｘ障子の外れを防止して安定し
た固定ができる建具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態に係る建具の外観図である。
【図２】本発明の実施形態に係る建具の縦断面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る建具の横断面図である。
【図４】本発明の実施形態に係る建具の規制部材の図であり、（ａ）（ｂ）ともに、下方
からみた斜視図である。
【図５】本発明の実施形態に係る建具の規制部材の図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は
下方から見た平面図、（ｃ）は上方から見た平面図である。
【図６】本発明の実施形態に係る建具における規制部材の取付状態を説明する図であり、
（ａ）は上枠に取付けた状態の正面図であり、（ｂ）は障子の召合框が規制部材に当接し
ている状態の正面図である。
【図７】本発明の実施形態に係る建具における規制部材の状態を説明する図であり、（ａ
）は上枠に取付けた状態を外障子戸先側（左側）から見た図であり、（ｂ）は障子の召合
框が規制部材に当接している状態を外障子戸先側（左側）から見た図である。
【図８】本発明の実施形態に係る建具における規制部材の状態を説明する図であり、（ａ
）は上枠に取付けた状態を下方から見た図であり、（ｂ）は障子の召合框が規制部材に当
接している状態を下方から見た図である。
【図９】本発明の実施形態に係る建具における規制部材の位置決めを説明する図であり、
上枠に取付けた状態を外障子戸先側（左側）から見た図、及び、その一部拡大図である。
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【図１０】本発明の実施形態に係る建具における規制部材の水返し部品による位置決めを
説明するための図であり、（ａ）は上枠に水返し部品を取付けた状態を外障子戸先側（左
側）から見た図であり、（ｂ）は上枠に水返し部品を取付けた状態の正面図である。
【図１１】本発明の実施形態に係る建具における規制部材の水返し部品による位置決めを
説明するための図であり、（ａ）は上枠に水返し部品及び規制部材を取付けた状態を外障
子戸先側（左側）から見た図であり、（ｂ）は上枠に水返し部品と規制部材とが取付けら
れた状態の正面図である。
【図１２】本発明の第２の実施形態に係る建具の規制部材の図であり、規制部材を下方か
らみた斜視図である。
【図１３】本発明の第２の実施形態に係る建具の規制部材の図であり、（ａ）は正面図、
（ｂ）は下方から見た平面図、（ｃ）は上方から見た平面図である。
【図１４】本発明の第２の実施形態に係る建具における規制部材の取付状態を説明する図
であり、（ａ）は上枠に取付けた状態の正面図であり、（ｂ）は障子の召合框が規制部材
に当接している状態を下方から見た図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（全体の構成）
　図面を参照しながら、本発明の実施形態に係る建具を説明する。
　本発明の実施形態に係る建具は、図１に示されるように、上枠１１，下枠１２及び左右
の縦枠１３，１４を四周に組んでなり、建物開口部に固定してなる窓枠１に対して、上框
３１，下框３２及び戸先框３３，召合框３４（図３）を四周に組んで内周にガラス等パネ
ルを装着してなる外障子３を窓枠１の開口左側に固定して配置すると共に、同じく上框２
１，下框２２及び召合框２３，戸先框２４を四周に組んで内周にガラス等パネルを装着し
てなる内障子２を窓枠１に設けた室内側レール１２１ａに沿って開閉自在に配置してなる
内動片引き窓として構成されている。
　そして、本発明の実施形態に係る建具には、外障子３の移動を規制する規制部材５が外
障子３の召合框３４の上方の上枠１１に固定されている。
【００１０】
（窓枠及び各障子の構成）
　図２に示すように、窓枠１を構成する上枠１１は、上枠１１の内周面を構成する上枠本
体部１１１と、上枠本体部１１１の室内側端及び室外側端に連続する上枠室内側壁１１２
及び上枠室外側壁１１３と、上枠本体部１１１の見込み方向略中央位置より垂下する上枠
中間壁１１４とを有しており、上枠室内側壁１１２と上枠中間壁１１４とによって内障子
２の上辺を案内する内案内部を構成するとともに、上枠室外側壁１１３と上枠中間壁１１
４とによって外障子３の上辺を案内する外案内部を構成しており、外案内部には上枠本体
部１１１の下面より垂下する上案内レール１１１ａが設けられている。
　上枠室内側壁１１２及び上枠中間壁１１４の室外側面下端には、それぞれ内障子２及び
外障子３の上框２１，３１の室内側面に当接する気密材ｓ１が配置されている。
【００１１】
　窓枠１を構成する下枠１２は、室内側から室外側に向かって下方に傾斜する傾斜部を備
える下枠本体部１２１と、下枠本体部１２１の室内側端に連続する室内側壁１２２とを有
しており、下枠本体部１２１の上面には室内側レール１２１ａ及び室外側レール１２１ｂ
が突設して形成されている。
　室内側壁１２２の上端室外側面には気密材ｓ２が配置されており、また、室内側レール
１２１ａの下方位置から室外側に向かって突出するように気密材ｓ２を保持する気密材取
付片１２１ｃが形成されている。
【００１２】
　図３に示すように、窓枠１を構成する左縦枠１３は、左縦枠１３の内周面を構成する左
縦枠本体部１３１と、左縦枠本体部１３１の室内側及び室外側より内周方向に延設される
左縦枠室内側壁１３２及び左縦枠室外側壁１３３と、左縦枠本体部１３１の見込み方向略



(4) JP 6835473 B2 2021.2.24

10

20

30

40

50

中央位置より内周方向に延設される左縦枠中間壁１３４とを有しており、左縦枠室外側壁
１３３と左縦枠中間壁１３４との間の左縦枠本体部１３１の内周面に対して外障子３の戸
先框３３が当接される。
　左縦枠中間壁１３４の室外側面には、外障子３の戸先框３３の室内側面に当接する気密
材ｓ３が配置されているとともに、左縦枠本体部１３１の内周面には、外障子３の戸先框
３３に配置された引寄部材７に当接して外障子３を室内側に引き寄せる突条片１３５が設
けられている。
　窓枠１を構成する右縦枠１４は、左縦枠１３と同様に、右縦枠本体部１４１，右縦枠室
内側壁１４２，右縦枠室外側壁１４３及び右縦枠中間壁１４４を有しており、右縦枠室内
側壁１４２と右縦枠中間壁１４４との間の右縦枠本体部１４１の内周面に対して内障子２
の戸先框２４が当接される。
　右縦枠室内側壁１４２の室外側面には、内障子２の戸先框２４の室内側面に当接する気
密材ｓ４が配置されているとともに、右縦枠本体部１４１の内周面には、内障子２の戸先
框２４に配置された引寄部材７に当接して内障子２を室内側に引き寄せる突条片１４５が
設けられている。
【００１３】
　内障子２を構成する上框２１は、図２に示すように、上方が開口される上框本体部２１
１の下方に内周に開口するガラス取付溝２１２を形成してなる。同下框２２は、下方が開
口される下框本体部２２１の上方に内周に開口するガラス取付溝２２２を形成してなり、
下框本体部２２１の開口内部には、下枠１２の室内側レール１２１ａ上に案内される戸車
８を備えている。
【００１４】
　内障子２を構成する戸先框２４は、図３に示すように、中空部を有する戸先框本体部２
４１と、戸先框本体部２４１の内周に開口するガラス取付溝２４２とからなり、戸先框本
体部２４１の室内外側面には戸先框２４の略全長に亘って手掛け部２４１ａ，２４１ｂが
形成されている。
　内障子２を構成する召合框２３は、全体が中空形状の召合框本体部２３１の室外側内周
面にガラス取付溝２３２を形成して構成されており、召合框本体部２３１の室外側面には
、外障子３の召合框３４の室内側面に当接する気密材が配置されるとともに、煙返し２３
１ａが形成されている。
【００１５】
　外障子３を構成する上框３１は、図２に示すように、上方が開口される上框本体部３１
１の下方に内周に開口するガラス取付溝３１２が形成されてなり、同下框３２は、下方が
開口される下框本体部３２１の上方にガラス取付溝３２２が形成されてなり、下框本体部
３２１の開口内部には、下枠１２の室外側レール１２１ｂ上に案内される戸車８を備えて
いる。
【００１６】
　外障子３を構成する戸先框３３は、図３に示すように、中空部を有する戸先框本体部３
３１と、戸先框本体部３３１の内周に開口するガラス取付溝３３２とからなり、戸先框本
体部３３１の室内外側面には戸先框３３の略全長に亘って手掛け部３３１ａ，３３１ｂが
形成されている。
　外障子３を構成する召合框３４は、全体が中空形状の召合框本体部３４１と、召合框本
体部３４１の内周に開口するガラス取付溝３４２とからなり、召合框本体部３４１の外周
面が室内方向に水返し壁部３４１ａが延設されるとともに、室外側面には、煙返し３４１
ｂが形成されている。
【００１７】
　本発明の実施形態に係る建具は、窓枠１の下枠１２に形成された室内側レール１２１ａ
，室外側レール１２１ｂに沿って内障子２及び外障子３をスライドさせる引き違い窓に対
して、外障子３もしくは内障子２の窓枠１に対するスライドを規制する規制部材を設置す
ることにより片引き窓として構成されるものである。
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　本発明の実施形態に係る建具に設置されている規制部材５について、図を示して、詳細
に説明する。
【００１８】
（規制部材の構成）
－第１の実施形態－
　規制部材５は、図４、５に示すように、全体が短尺の部材からなり、上枠１１に対して
固定される固定部５１と、固定部５１の下方に形成され外障子３の召合框３４の外周面に
当接する規制部５２とから構成されており、図７（ａ）に示すように、上枠１１の上枠中
間壁１１４と室外側の上案内レール１１１ａとの間に固定される。
　固定部５１は、上枠中間壁１１４と室外側の上案内レール１１１ａとの間の上枠本体部
１１１に当接される本体部５１１と、本体部５１１の長さ方向（見付け方向）の両端上面
に形成された左右の係止爪部５１２、５１３とからなり、図５（ｃ）に示すように、本体
部５１１は上面より肉抜き５１１ａがなされている。また、左右の係止爪部５１２，５１
３は、それぞれ見込み方向に一対の係止爪５１２ａ，５１２ｂ，５１３ａ，５１３ｂを有
しており、本体部５１１の右の係止爪部５１３の２つの係止爪５１３ａ，５１３ｂの間に
は上下に貫通するネジ孔５１１ｂが形成されている。
【００１９】
　規制部５２は、固定部５１より下方に隆起するブロック形状をなし、外障子３の召合框
３４の外周面上部に当接する当接部５２１と、当接部５２１よりも下方への隆起量が小さ
く、外障子３の召合框３４の上面に当接する外れ止め部５２２と、当接部５２１の内障子
側に連続し規制部材５の全幅に亘って隆起する位置決め部５２３とから構成されている。
　なお、規制部５２の外れ止め部５２２は、外障子３の召合框３４の上面に必ずしも当接
する必要は無く、障子の上方への持ち上がりを防止できる程度に近接していてもよい。
【００２０】
　上記構成の規制部材５を上枠１１に固定するに際しては、図６乃至８に示すように、規
制部材５を上枠１１の上枠中間壁１１４と上案内レール１１１ａとの間に挿入し、固定部
５１の係止爪部５１２，５１３を上枠１１に形成された被係止部に係止する。
　上枠１１の被係止部は、図７（ａ）の拡大図に記載されているように、上枠１１下面に
形成された左右一対に形成された係止片１１１ｂ，１１１ｃからなり、係止爪部５１２，
５１３の一対の係止爪５１２ａ，５１２ｂ，５１３ａ，５１３ｂを一対の係止片１１１ｂ
，１１１ｃに係止させるとともに、図６（ａ）、図７（ａ）の拡大図に示すように、係止
爪部５１３の係止爪５１３ａ，５１３ｂ間に形成されたネジ孔５１１ｂと上枠１１の上面
に配置される裏板６とをネジ等の固定手段ｎによって締め付け固定する。このとき規制部
材５の規制部５２の位置決め部５２３は固定部５１と同じ幅を有して上枠中間壁１１４と
上案内レール１１１ａとの間隔と略同じ幅に形成されているので、規制部材５の取付けが
安定してがたつくことがない。
【００２１】
　さらに、規制部材５の固定について説明する。
　規制部材５の上枠１１への取付には、まず、規制部材５を上枠１１の上枠中間壁１１４
と上案内レール１１１ａとの間に挿入し、係止爪部５１２，５１３の一対の係止爪５１２
ａ，５１２ｂ，５１３ａ，５１３ｂを一対の係止片１１１ｂ，１１１ｃに係止させる。
　そして、規制部材５の当接部５２１が召合框３４の外周面に当接若しくは近接する位置
まで規制部材５をスライドさせて、図６（ｂ）、図７（ｂ）に示すように、係止爪部５１
３の係止爪５１３ａ，５１３ｂ間に形成されたネジ孔５１１ｂと上枠１１の上面に配置さ
れる裏板６とをネジ等の固定手段ｎによって締め付け固定することで、規制部材５の当接
部５２１が召合框３４の外周面に当接若しくは近接するように配置した状態で規制部材５
を上枠１１に固定することができる。
　なお、裏板は予め上枠１１に固定されていなくてもよく、規制部材５のスライド時には
、規制部材５と裏板６とをネジ等の固定手段ｎによって緩く仮止めしておき、規制部材５
と裏板６とを一緒にスライドさせて当接部５２１が召合框３４の外周面に当接した位置で



(6) JP 6835473 B2 2021.2.24

10

20

30

40

50

、規制部材５と裏板６とを本締め固定するように構成することもできる。
　このように、規制部材５を上枠１１に固定することによって、図６（ｂ）、図７（ｂ）
、図８（ｂ）により明らかなように、召合框３４の外周面上端部分が規制部材５の規制部
５２の当接部５２１に当接して動きが規制され、外障子３をＦｉｘ状態に維持することが
できるとともに、召合框３４の上方位置には、規制部材５の規制部５２の外れ止め部５２
２が位置するので、召合框３４が上方に移動することも防止でき、外障子３の外れを防止
できる。
【００２２】
　また、必要に応じて規制部材５の上枠１１への固定に際しては、見付け方向（左右方向
）の位置決めがなされる。例えば、図９に示すように、上枠中間壁１１４に切り起こし等
により突出部分１１４ａが形成され、規制部材５の係止爪５１３ｂが突出部分１１４ａに
当接することにより、規制部材５の見付け方向（左右方向）の位置決めがなされる。
　また、召合せ部の上部に配置された水返し部品９を利用して規制部材５の位置決めをす
ることができる。水返し部品９は、図１０（ａ），（ｂ）に示すように、上枠１１の上枠
中間壁１１４に設けられた気密材取付溝に対して係止される取付部９２を有する水返し部
品本体部９１と、水返し部品本体部９１の下方に延設される複数のヒレ片からなる水返し
部９３と、上枠中間壁１１４の室外面に当接する壁部９４とを有しており、水返し部９３
によって外障子３の召合框３４の水返し壁部３４１ａ及び煙返し３４１ｂの上部に生じる
隙間を塞いで、召合せ部の上部からの水の浸入を防止している。
　そして、図１１（ａ）、（ｂ）に示すように、所定位置に配置された水返し部品９の水
返し部品本体部９１の内障子側（右側）面に対して規制部材５の位置決め部５２３の外障
子側（左側）面が当接することにより、規制部材５の見付け方向（左右方向）の位置決め
がなされる。なお、水返し部品９の水返し部品本体部９１を利用しているが、水返し部品
９に規制部材５の位置決めを行うための位置決め規制部を設けてもよい。
【００２３】
－第２の実施形態－
　図１２乃至１４に、本発明に用いられる他（第２）の実施形態の規制部材５を示す。
　規制部材５は、図１２、図１３（ａ），（ｂ）に示すように、全体が短尺の部材からな
り、上枠１１に対して固定される固定部５１と、固定部５１の左右２カ所において下方に
隆起するブロック形状をなす規制部５２，５２とから形成されている。
　固定部５１は、上枠１１に固定される本体部５１１と、本体部５１１の左右両端部の上
面に形成される左右の係止爪部５１２、５１３とからなり、左右略中央位置には、上下に
貫通するネジ孔５１１ｂが形成されている。そして、図１３（ｃ）に示すように、本体部
５１１は上面より肉抜き５１１ａがなされており、また、左右の係止爪部５１２，５１３
は、それぞれ見込み方向に一対の係止爪５１２ａ，５１２ｂ，５１３ａ，５１３ｂを有し
ている。
　規制部５２，５２は、固定部５１に形成された中央位置のネジ孔５１１ｂを挟んで左右
両側下面より下方に隆起しており、両規制部５２のネジ孔５１１ｂに近い側は規制部材５
の幅とほぼ同じ幅を備える位置決め部５２３，５２３として構成され、両規制部５２のネ
ジ孔５１１ｂから遠い側は障子の縦框の外周面上部に当接する当接部５２１，５２１とし
て構成されている。
　そして、本体部５１１の規制部５２，５２が存在しないネジ孔５１１ｂから遠い側の下
面は、障子の召合框の上面が当接する外れ止め部５１１ｃ，５１１ｃとして構成されてい
る。
【００２４】
　第２の実施形態の規制部材５を上枠１１に取り付けるには、第１の実施形態の規制部材
５と同様に、規制部材５を上枠１１の上枠中間壁１１４と上案内レール１１１ａとの間に
挿入し、固定部５１の係止爪部５１２，５１３を上枠１１に形成された被係止部に係止す
るとともに、図１４（ａ）に示すように、固定部５１の中央位置に形成されたネジ孔５１
１ｂと上枠１１の上面に配置される裏板６とをネジ等の固定手段ｎによって締め付け固定
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することで、規制部材５を上枠１１に取り付けることができる。
　そして、上枠１１に取り付けられた第２の実施形態の規制部材５においては、固定部５
１の左右両側に当接部５２１，５２１が形成されているので、例えば図１４（ｂ）に示す
ように、規制部材５の右側、すなわち窓枠１の右側にも障子を規制することができ、窓枠
１の左右いずれの側にでもＦｉｘ窓を構成することができる。
【００２５】
　以上のように、本発明の第１の実施形態の建具においては、上枠１１に固定された規制
部材５の規制部５２によって外障子３の召合框３４の動きが規制される。具体的には、召
合框３４の外周側上端部が規制部材５の当接部５２１に当接するとともに、召合框３４の
上端面が規制部材５の外れ止め部５２２に当接することにより、外障子３の見付け方の動
きが規制され、両開き窓の外障子３をＦｉｘ障子とした内動片引き窓として構成すること
ができ、かつ、障子の外れ止めを行うことができ、例えば片引き窓のＦｉｘ障子ががたつ
いたり外れたりすることを防止できる。
　さらに、本発明の第２の実施形態の建具においては、上枠１１に固定された規制部材５
の左右いずれの側においても、規制部によって障子の召合框の動きが規制されるので、同
一の規制部材を使用して窓枠のいずれの側にでもＦｉｘ窓を構成することができる。
【００２６】
　さらに、以上のいずれの実施形態の建具においても、障子が３枚以上の建具について任
意の障子の固定が可能であり、例えば、３枚の障子のうちの真ん中の障子の両縦框の上部
位置に２つの規制部材を固定することにより、両袖片引き窓等を構成することができる。
　特に、第２の実施形態の建具においては、障子の両側２つの規制部材を同一の規制部材
によって対応させることができるので、部品管理や施工の面において有利である。
　なお、規制部材５の上枠１１への固定は、上記構成に限られるものではなく、規制部材
５が上枠１１の内周に収まればどのような方法で固定されても良い。
　また、第２の実施形態の建具の規制部材においては、外れ止め部が固定部の本体部の下
面により形成されているが、第1の実施形態の建具の規制部材の外れ止め部のように多少
隆起させていてもよく、反対に、第１の実施形態の建具の規制部材の外れ止め部を隆起さ
せないなど、障子の当接部の形状や外れ止め部の構成は、特に限定されるものではない。
【符号の説明】
【００２７】
１　　　　：窓枠
１１　　　：上枠
１１１　　：上枠本体部
１１１ａ　：上案内レール
１１１ｂ　：係止片
１１１ｃ　：係止片
１１２　　：上枠室内側壁
１１３　　：上枠室外側壁
１１４　　：上枠中間壁
１１４ａ　：突出部分
１２　　　：下枠
１２１　　：下枠本体部
１２１ａ　：室内側レール
１２１ｂ　：室外側レール
１２１ｃ　：気密材取付片
１２２　　：室内側壁
１３　　　：左縦枠
１３１　　：左縦枠本体部
１３２　　：左縦枠室内側壁
１３３　　：左縦枠室外側壁
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１３４　　：左縦枠中間壁
１３５　　：突条片
１４　　　：右縦枠
１４１　　：右縦枠本体部
１４２　　：右縦枠室内側壁
１４３　　：右縦枠室外側壁
１４４　　：右縦枠中間壁
１４５　　：突条片
２　　　　：内障子
２１　　　：上框
２１１　　：上框本体部
２１２　　：ガラス取付溝
２２　　　：下框
２２１　　：下框本体部
２２２　　：ガラス取付溝
２３　　　：召合框
２３１　　：召合框本体部
２３２　　：ガラス取付溝
２４　　　：戸先框
２４１　　：戸先框本体部
２４１ａ　：手掛け部
２４１ｂ　：手掛け部
２４２　　：ガラス取付溝
３　　　　：外障子
３１　　　：上框
３１１　　：上框本体部
３１２　　：ガラス取付溝
３２　　　：下框
３２１　　：下框本体部
３２２　　：ガラス取付溝
３３　　　：戸先框
３３１　　：戸先框本体部
３３１ａ　：手掛け部
３３１ｂ　：手掛け部
３３２　　：ガラス取付溝
３４　　　：召合框
３４１　　：召合框本体部
３４２　　：ガラス取付溝
５　　　　：規制部材
５１　　　：固定部
５１１　　：本体部
５１１ａ　：肉抜き
５１１ｂ　：ネジ孔
５１２　　：係止爪部
５１２ａ　：係止爪
５１２ｂ　：係止爪
５１３　　：係止爪部
５１３ａ　：係止爪
５１３ｂ　：係止爪
５２　　　：規制部



(9) JP 6835473 B2 2021.2.24

10

５２１　　：当接部
５２２　　：外れ止め部
５２３　　：位置決め部
６　　　　：裏板
７　　　　：引寄部材
８　　　　：戸車
９　　　　：水返し部品
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